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介護労働講習（実務者研修を含む）
ご案内



「介護」ってどんなこと?
「高齢者や障害者など日常生活に支援が必要な人を支え、その人
らしい生活を送れるようこと」

…具体的には、食事、入浴、排せつ
などの基本的な生活動作のケアや、
精神面や社会的サポートを行います。

→ご利用者の「できないこと」を手伝い、
「できること」を引き出し、「生きてい
くことを支える」のが「介護」です。







介護労働講習（実務者研修を含む）

介護分野に就職するための講習です。
そのために必要な実践的知識及び技能を習得するための職業講習です。

介護職につきたい 即戦力!介護労働講習

・技能
・実践的知識 を習得

・介護福祉士実務者
研修修了資格取得



受講対象者

「介護関係で働きたい!」という方

かつ

ハローワークから受講指示を受けた
雇用保険法上の雇用保険受給資格者

及び特例受給資格者

介護職につきたい

が、受講対象者です。

求
職
中

求
職
中

初心者・未経験者はもちろん
既に福祉・医療系の有資格者・経験者も受講できます!
年齢による制限はありません。



令和8年度の開講予定

定員

6月16日(火) ～ 11月25日(水)
(土日祝日、8月10日(火)～14日(金)はお休み）講習期間

42名

場所 第一中央ビル

第一中央ビル
JR水戸駅よりバス約４分
徒歩では約１８分
→水戸市民会館のすぐ目の前
です。



講習内容

・人間の尊厳と自立 ・社会の理解
・介護の基本 ・発達と老化の理解
・医療的ケア ・コミュニケーション技術
・生活支援技術 ・こころとからだのしくみ
・介護過程 ・認知症の理解 ・障害の理解
⇒介護福祉士として求められる専門的、実践的な知識とスキルを
体系的に学習します。

接遇・マナーや介護職員の健康管理、社会保障制度の理解、レクリ
エーション等、現場で必要な知識や技術について講義、演習を行い
ます。



講習内容

講習後半の5日間に高齢者施設等で現場実習を行います。
これまでの学びを踏まえた基礎的な介護業務を体験し、ご利用者様や
ご家族の生活を知る事ができる貴重な機会です。

就職ガイダンス、施設見学、修了生講話、事業主講話等
→介護現場に就職するイメージをより確実なものとし、早期の就職内
定、講義終了後の就業開始を目指して就職活動を行っていくことがで
きます。

レクリエーション、安全衛生、介護技術の復習等、5日間の実習を補足
し実践に役立てることができます。





受講料は 無料 です

受講に関する費用について

金額項目

無料受講料

１２，６５０円（税込み）テキスト代

３，１５０円
（３０円×１０５日間）講習保険料

実費（※8月～10月頃）健康診断料等

マスク、エプロン、タオ
ルその他個人で使用する
ものは、ご自身でご準備
いただきます。
※健康診断は8～10月頃
に実施（実習に行くため
に必要です）
(6月開講時点は不要）



修了後の就職状況

就職率修了者数受講者数定員

８０％３０名３０名４０名令和4年度

８９％３６名３８名４２名令和5年度

８７％２３名２４名４２名令和6年度

■全受講者の講習修了後３か月以内の就職率



修了者の声

介護職として働くうえで基本
となる知識や技術を学ぶこと
ができた。ここで学んだこと
を今後につなげ、利用者に寄
り添える介護士を目指したい。

介護の仕事はきついというイメー
ジがあったのが、介護の面白さ、
やりがいを講師の方々から学べて
よかった。50歳近くになって実習
に行ったり、よい経験ができまし
た。

介護の経験はなかったので、今回
の講習で介護について一から学ぶ
ことができて、認知症についても
理解することができて、よかった。

私の人生の中でとても記憶に残
る楽しい時間でした。介護職と
して働いた経験があって介護福
祉士の取得を目指している人に
もぜひおススメしたい。



介護労働講習Q＆A

Q.介護は全く経験がありませんが大丈夫ですか?
A.大丈夫です。毎年応募者の半数以上は介護未経験です。基本から実
践までしっかり学べます。

Q.毎日通うと交通費の負担が大きいのではないかと不安です。
A.通所の手段や距離に応じた手当の支給があります。（上限あり）
最寄りのハローワークにご相談ください。

Q.もし体調不良などで休んでしまったらどうなりますか?
A.科目や欠席した時間数によって、履修補助レポートの提出や補講が
必要になります。欠席等時間が多いと修了できなくなる場合がありま
す。体調管理、日程の事前調整をお願いします。



介護労働講習Q＆A
Q.服装の決まりはありますか?
A.座学の日は指定はありません。実技講習の日や実習時は、運動靴や
ジャージ・ポロシャツ等動きやすい服装のご準備をお願いしています。

Q.受講者の年齢層は?
A.例年、20代から60代まで様々な年齢の方が受講されています。平均年齢
は48.3歳（過去5年、全国平均）です。男女比は年度によって異なり、平
均は男性35％、女性65％とやや女性が多い傾向にありますが、近年男性の
受講者が増えてきています。

Q.自宅から遠いので通えるか不安です。
A.講義が10時開始で一般的な就業時間より遅い時間なので、遠い方も余裕
を持って通う事ができるかと思います。



「介護の仕事を始めよう!一人ひとりが、輝ける場所がある。」

正社員の仕事を探していた井上
さんは、祖父の入居する介護施
設を訪ねました。
そこで同年代の介護士を見
て・・・

井上美咲さん（20歳)の場合

退職後の再就職先としてデイ
サービスに勤務した後藤さん。
周囲になじめない男性利用者に
亡き父親の姿を重ねます。

後藤司郎さん（60歳)の場合

パートで働く川島さんは、ホー
ムヘルパーとして生き生き働く
友人の姿を見て転職を決意
し・・・

川島史恵さん（46歳）の場合

YouTube 介護の魅力を広く伝えるための発信動画を掲載しています。

介護労働安定センターからのご案内

公益財団法人 介護労働安定センター茨城支部
〒310-0021 茨城県水戸市南町３丁目４番１０号

水戸FFセンタービル６階
TEL:029-227-1215 FAX:029-227-1216

人と人が支えあう【介護】の世界
その一歩。踏み出してみませんか?

「介護の仕事考えてみません
か?」
介護の魅力発信動画（介護等同講
習の募集を含む）



≪巻末資料≫
主な介護保険サービスの種類

特別養護老人ホーム
常時介護が必要で居宅での生活
が困難なかたが対象の施設です。
日常生活上の支援や介護が受け
られます。

老人保健施設
状態が安定しているかたが
在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションを中心とし
たケアをします。

介護医療院
医学的管理のもとで⾧期療養が必要な
かたのための医療のほか、生活の場と
しての機能も兼ね備え、日常生活上の
介護などが受けられる施設です。

施設サービス



訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、
入浴、排せつ、食事等の身体
介護や調理、洗濯などの生活援
助を行います。

主な介護保険サービスの種類
在宅サービス

通所介護
通所介護施設で、食事、入浴な
どの日常生活上の支援や、生活
行為向上のための支援を日帰り
で行います。
通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、
食事、入 浴などの日常生活上の
支援や生活行為向上のためのリ
ハビリテーションを日帰りで行
います。

訪問入浴介護
介護職員と看護職員が居宅を訪
問し、浴槽を提供して入浴介
護をします。
ショートステイ（短期入所生活
／療養介護）
老人福祉施設や医療施設に短期
間入所して、日常生活上の支
援や機能訓練などが受けられ
ます。



主な介護保険サービスの種類
地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
認知症のある要介護者が共同
生活住居において、家庭的な
環境と地域住民との交流のも
とで、介護スタッフによる介
護サービスを提供します。

小規模多機能型居宅介護
通いを中心に、訪問系のサー
ビスや泊まりのサービスを組
み合わせて多機能な介護サー
ビスを提供します。

＊介護保険サービスにはこれらの他、福祉用
具貸与、訪問看護、住宅改修や、地域密着型
サービスの定期巡回・随時対応型訪問介護看
護、地域密着型通所介護等もあります。



介護保険法上
サービス従事
（訪問介護含む）

内容未経験者
の受講

研修時間数
（指定機関）研修・資格

◎
全て可能

介護職員としてスキルアップするため
の目標となる国家資格。資格手当等の
対象となる資格。

実務経験3年
(受験要件)国家資格介護福祉士

◎
全て可能

介護福祉士となるための必須研修。基
本から実践的な知識・技術を演習等で
習得。

○450時間
(都道府県)

介護福祉士
実務者研修

◎
全て可能

介護職員として働く上で基本となる知
識・技術を習得。（旧ヘルパー２級相
当）

○130時間
(都道府県)

介護職員
初任者研修

○
訪問介護は

生活援助中心型のみ

生活援助中心型のサービスに従事する
方に必要な知識等を習得することを目
的として行われる研修。

○59時間
(都道府県)

生活援助
従事者研修

×
施設系介護のみ○※注

介護分野への参入のきっかけとなる研
修。
訪問介護員として従事はできない。

○21時間入門的研修

介護に関する主な資格や研修は下表となりますが、介護職員として従事される方の多くは
国家資格である「介護福祉士」の取得を目指されます。介護福祉士の国家試験を受験する
ための要件として「実務者研修の修了」と「３年以上の実務経験」が必須となります。

介護に関する資格等について

※注）令和6年4月1日より認知症介護基礎研修の受講が義務付けられますが、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係の資格を有さない者に
限る）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間が設けられ、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとされています。


